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東日本大震災における横浜対策部の復興支援業務について

東日本大震災復興支援室 副室長 渡邊清朗（横浜支部長）

１．被災港湾と災害査定対象施設

東日本大震災における地震・津波により被災した関東地方整備局管内の港湾の多くは、茨城

県内の港湾に集中しています。このうち直轄港湾等災害復旧事業の対象となる港湾は「鹿島港」

「茨城港常陸那珂港区」「茨城港日立港区」の３港湾です。被災した施設は岸壁１１施設、防

波堤等５施設、航路泊地３施設、附帯施設１施設の計２０施設となっており、各港湾別の対象

施設は次のとおりです。

これら施設を災害復旧工事の対象施設として報告書等作成の支援業務を行った。

鹿 島 港 － １１施設（岸壁５、防波堤等２、航路泊地３、附帯施設１）

茨城港常陸那珂港区 － ７施設（岸壁４、防波堤等３）

茨 城 港 日 立 港 区 － ２施設（岸壁２）

２．横浜対策部の支援実施体制

ＳＣＯＰＥの支援業務は、関東地方整備局からに示された「災害査定資料作成スケジュール」

の予定に沿って、災害査定報告書等の作成を行うことであったことから、横浜支部職員８名に

加え、本部と北海道支部から各１名の応援を得て、計１０名を次の３グループに分けて、支部

内の一室で支援業務を行った。

副室長 １名

報告書班 ２名 ： 災害査定報告書等の作成

設 計 班 ２名 ： 復旧断面の照査、代替断面の検討・照査、図面作成

積 算 班 ５名 ： 数量計算、工事費算出

３．災害査定報告書の作成業務

今般の支援業務では、被災した直轄港湾施設等の現地調査結果のデータや諸資料を、関東地

方整備局から提示を受けて「災害報告書」を作成した。

横浜対策部が行った支援業務では、下図に示す直轄港湾等災害復旧事業実施フローにおける

「災害報告」「査定準備」「災害現地調査」「災害査定」の手続きにおいて、報告書（案）を作

成し、成案となるまで修正・訂正等を行った。

４．災害報告書作成の概要

（１）情報・資料の提供

関東地方整備局から以下の情報・資料等の提供を受け報告書の作成を行った。

１）被災した「施設・場所」「被災の程度」「被災写真」等
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２）災害復旧作業スケジュ－ルの提示と作業の進め方

３）災害報告書の作成様式並びに他港の作成事例等

４）技術会議資料

５）その他：復旧方針の基本的な考え方やＳＣＯＰＥが入手できない資料・データ等

（２）災害復旧資料の作成

被災した施設について、「直轄港湾等災害復旧事業取扱要綱」に基づき、各作業班は次の

作業を行った。

１）報告書班の作業

①提示を受けた「様式」並びに「他港の事例」を参考にして、

「ＳＣＯＰＥ（案）の作成」→「仮提出」→「修正指示」→「修正後再提出」

の作業を「査定準備～災害査定・財務省協議」前まで行った。

②被災状況の確認等は、一部はＳＣＯＰＥ独自にＨＰ等から入手した。

２）設計班の作業

①被災し、前傾した状態の岸壁本体（ケーソン）の安定度は、市販の設計プログラム等によ

り安定計算を実施し、検証照査を行い確認した。

②安定計算により検証照査を行った施設

鹿島港：南公共ふ頭地区Ａ岸壁(－１０ｍ)、Ｃ岸壁(－７.５ｍ)
日立港：第５ふ頭地区Ｂ岸壁(－１０ｍ)、Ｃ岸壁(－１０ｍ)

③技術会議に提案し機関決定する検証断面もあったため、関係者の指導・指示を受けながら

複数断面の安定計算も行った。

④報告書に添付する「被災前断面図」「被災後断面図」は、新たにＣＡＤにより作成し、「被

災後断面図」は復旧工事の数量計算の根拠資料とした。

３）積算班の作業

①「報告書班」「設計班」で整理された「被災施設」について、原形復旧を基本とした復旧

工事費を算出した。

②算出した復旧工事費を災害査定用の書式（様式－２～４）に転記のうえ、根拠資料の整理

も行った。

５．直轄港湾等の災害報告書の概要

（１）被災施設の概要等

１）施設の概要

２）被災施設の状況

①地震と津波による被害状況

②被災施設の被災状況を工種別に説明
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③鹿島港(茨城港常陸那珂港区、茨城港日立港区)等に立地する主な企業配置図

④鹿島港等主要企業の被災状況と復旧予定

【主要企業の被災状況と復旧予定】

３）その他の参考となるべき事項（茨城県内）

①直轄港湾以外の災害の発生状況

イ．直轄港湾以外の公共土木施設災害状況

ａ．国土交通省所管の「港湾補助」「港湾補助以外」の被災箇所と被災額

ｂ．農林水産省所管・漁港等の被災箇所と被災額

ロ．公共土木施設災害以外の災害状況

ａ．茨城県関係被害（人的被害、建物被害、耕地被害）

【茨城県内被災額等】

４）復旧方針

①復旧期間：単年度復旧

②復旧方法：原形復旧

５）被災メカニズム

①被災を受けた地震と規模から、地震動と津波による被災メカニズムを説明する模式図
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【被災メカニズム】

②各港湾の対象地震と規模

対 象 地 震 鹿 島 港 常陸那珂港区 日 立 港 区

東北地方太平洋沖地震 神栖市 震度５強 東海村 震度６弱 日立市 震度６強

(３月１１日１４時４６分)

茨城県沖 神栖市 震度６弱 東海村 震度５強

(３月１１日１５時１５分)

６）復旧方法

被災施設の復旧工事内容が把握できる「復旧平面図」「復旧断面図」「復旧工事手順」

７）付属資料

①被災状況図面

被災状況位置図：被災した港湾概略図中に施設名、災害番号を記載した「被災箇所図」

被災状況平面図：被災状況が把握できる工区毎の「被災前平面図」「被災後平面図」

被災状況断面図：被災状況が把握できる工区毎の「被災前断面図」「被災後断面図」

その他:特に説明が必要な「緊急復旧工事」「法線の変位」「天端高さの変位」の図表等
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【岸壁法線・天端高変位グラフ】

②被災状況写真

ａ．港湾全景がわかる「航空写真」等を用いて被災箇所を明示

ｂ．スタッフ、巻き尺等を用いて「被災規模」が把握できる測量写真と撮影位置図

【(鹿島港)南公共ふ頭地区岸壁－７．５ｍ】

【(常陸那珂港区)北ふ頭地区岸壁－１４ｍ】

【(日立港区)第５号ふ頭地区岸壁－１０ｍ】
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③新聞記事等

被災した港湾や施設に関しての新聞記事を抜粋

【大震災による被害等の報道記事】

横浜支部・復興支援室の執務状況

急遽確保したため、狭い執務室で肩を寄せ合いながら、夜遅くまで資料作成
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東日本大震災復興支援～横浜支部支援室での勤務

平成 23年 8月記
北海道支部（震災復興支援室）

テクニカルエキスパート 笠井隆治

私は 7月 1日付で東日本大震災復興支援室の兼務を終了し、現在は、釧路開発建設部根室港湾事務所
の霧多布港災害復旧工事の積算業務を担当しています。

雪が残る稚内から桜満開の横浜に場所を移して、しかも東日本大震災の査定業務ということで、心身

共に戸惑うばかりだったことを覚えています。

横浜支部での作業内容は、関東地方整備局管内の港湾、茨城港(常陸那珂港区、日立港区)及び鹿島港
の災害復旧工事の査定報告書の作成及び発注補助を支援するということで、4 月 5 日に横浜支部に来て
早々、作業を SCOPE 横浜支部内の一室で行いました。担当した港湾施設の被災要因が津波でなく地震
によるものが多かったことで、被災の規模が東北地方の港湾施設ほど大きくないことにより、災害復旧

工事が早く実施できるため、査定業務件数が多かったと思います。

査定報告書は支援室で分担作業を行い、私は主に査定金額の抽出とそれに伴う数量の算出と積算根拠

資料を作成することでした。件数がそれなりに多かったのと復旧方針がなかなか決まらず、二転三転し

たことで、作業量が多くなったと思います。鹿島港の災害復旧工事の発注補助業務もお手伝いしました。

札幌に戻ってからは、霧多布港の災害復旧工事の積算業務支援を行っているます。今回の活動が復興

のお役に立つことができれば、少し誇りに思います。１日も早い復興を祈念して、報告とします。

平成 23年 5月 26日記
建設マネジメント研究所（震災復興支援室併任）

研究員 北里新一郎

横浜支部の支援室では、茨城港日立港区、茨城港常陸那珂港区、鹿島港を対象として災害復旧支

援業務を行っています。具体的には、災害報告書の素案作成、概算数量・概算工事費算出です。そ

の他に、被災したケーソン式岸壁の安定性照査があり、私は主に安定計算と復旧工法の検討を担当

しています。

傾斜・沈下したケーソンの安定計算で超急ぎ。復旧工法は「ケーソン陸側蓋コン上にカウンター

として高比重コンクリート打設＋ケーソン背後の土圧軽減」です。支援室の皆様のご協力のもと、

ＧＷ明けの技術会議の期限までに提出することができました。

災害復旧業務は、①技術者人生で何回も経験できるものではない、②発注者からの期待が高くや

りがいのある業務です。一方で、①検討期間が短い突貫業務である、②復旧方針が固まっていない

ため条件(岸壁天端高など)が変更になることがある、③関係機関での調整不足、④人手が必要、と
いう課題があります。

時間に追われ執務室の床で寝て手足もかゆくなりましたが、横浜支部での環境はまだ恵まれてお

り、設計作業がはかどりました。災害報告書作成、積算については支援室の他のメンバーが作業さ

れたので、私は設計に専念することができました。限られた時間の中では、作業分担と統括、チー

ムサポートが重要であることを痛感しました。横浜対策部での活動・情報が、今後の東北対策部に

おける支援業務のお役に立つことができれば幸いです。


